
記帳や帳簿などの保存に必要性

１年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記入し、帳簿や書類を一定期間

保存する必要があります。

◇白色申告

帳簿：収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）：７年、

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）：５年

書類：決算に関して作成した棚卸表その他の書類：５年、

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類：５年


